
 

大阪婦人ホーム生活ケアセンター事業実施要領 

 

 

１．目 的  

     大阪市内の女性住居不定者のうち、高齢・病弱等で短期間の援護を要する者等を     

    大阪婦人ホーム生活ケアセンター（以下「センター」という。）に一時的に入所さ

せ、生活指導等を通じて自立促進を図ることを目的とする。 

  

２．実施主体 

    この事業の実施及びセンターの管理運営は、社会福祉法人大阪婦人ホームが行う。 

 

３．センターの設置 

    ①設置場所  大阪市平野区加美北７－１－３０ 

            救護施設「ホーリーホーム」内 

    ②定  員  ２０名 

    ③入所期間  概ね２週間を限度とする。 

 

４．入所対象者 

    ①市内の道路・公園等で寝起きする住居不定者で、本人が一時的な援護を求める女性 

          ②保健福祉センターで短期間の施設入所が必要と認められた女性 

   ③その他緊急に援護を必要とする女性 

 

５．入所除外者 

 ①他人に危害をおよぼすおそれのある女性 

    ②救急診療の必要のある女性 

    ③センターの秩序及び風紀を乱すおそれのある女性 

    ④その他センターの所長が不適当と認めた女性 

 

６．入所依頼・受付 

保健福祉センター等からの依頼に基づき、センター（「大阪婦人ホーム」内）で

受け付ける。 

 

７．入・退所の決定 

 このセンターの入・退所については、センターの所長が決定する。 

 

８．入所後の保護手続 

        このセンターの退所に引き続き、入院又は施設入所が必要な者に対する生活保護  

    手続きは、入所依頼した保健福祉センターが取り扱うものとする。 

     なお、センターの所長が入所決定した者で、休日・夜間等に緊急入所した者の取

り扱いは、入所者の入所前の現在地を管轄している保健福祉センターとする。 

 

     ９．事  業 

（１）生活訓練 



 

食事・入浴・清掃等を通しての基礎生活訓練及び集団生活を通しての社会適合

訓練等を行い、自立生活に向けての指導を行う。 

（２）保健衛生指導 

軽微な病気・ケガの治療及び軽度の機能回復訓練、保健衛生意識の向上を図る。 

（３）就労指導 

就労相談を行い、自立に向けた作業訓練を行う。 

（４）その他 

センターの所長が必要と思われる指導及び関係機関との連絡調整。 

 

 １０．その他 

    入所者の安全確保のため警備体制を整える。 

 

 １１．事業開始 

    この事業は平成１４年８月１日から実施する。 

 

 


